
第２節 制度の概要

Ⅰ 基本的な仕組み

１ 障害者福祉サービスの利用について支援費の支給を希望する者は、必要に応じ

て適切なサービスの選択のための相談支援を市町村等から受け、市町村に対し支

援費の支給申請を行う。

２ 市町村は、支給を行うことが適切であると認めるときは、申請を行った者に対

して支援費の支給決定を行う。

、 、３ 支援費の支給決定を受けた者は 都道府県知事の指定を受けた指定事業者又は

施設との契約により、障害者福祉サービスを利用する。

４ 障害者福祉サービスを利用したときは、

・ 本人及び扶養義務者は、指定事業者又は施設に対し、障害者福祉サービスの

利用に要する費用のうち本人及び扶養義務者の負担能力に応じて定められた利

用者負担額を支払うとともに、

・ 市町村は、障害者福祉サービスの利用に要する費用の全体額から利用者負担

額を控除した額を支援費として支給する（ただし、当該支援費を指定事業者又

は施設が代理受領する方式をとる 。。）
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(指定都市・中核市長)

⑤利用者負担①支援費の
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④サービスの②支給決定
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⑥支援費支払（代理受領）の請求

指定事業者・施設市 町 村
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※ やむを得ない事由により上記の方式の適用が困難な場合には、市町村が措置に

より、障害者福祉サービスの提供や施設への入所を決定する。



Ⅱ 対象となる障害者福祉サービス

身体障害者福祉法 知的障害者福祉法 児童福祉法（障害児関

係のみ）（以下 身障法 という 以下 知障法 という「 」 。） （ 「 」 。）

（ 「 」 。）以下 児福法 という

・身体障害者更生施設 ・知的障害者更生施設

・身体障害者療護施設

施

設 ・身体障害者授産施設 ・知的障害者授産施設

小規模通所授産施設を除く （小規模通所授産施設を除く）訓 （ ）

練

等

支 ・知的障害者通勤寮

支 援

援

費 ・心身障害者福祉協会

制 が設置する福祉施設

度

の

対 ・身体障害者居宅介護 ・知的障害者居宅介護 ・児童居宅介護等事業

（ ）象 等事業 等事業 ホームヘルプサービス

（ ）サ （ホームヘルプサービス） ホームヘルプサービス
ー

ビ ・身体障害者デイサー ・知的障害者デイサー ・児童デイサービス事

ス 居 ビス事業 ビス事業 業

宅

生

活 ・身体障害者短期入所 ・知的障害者短期入所 ・児童短期入所事業

（ショートステイ）支 事業 事業

（ ） （ ）援 ショートステイ ショートステイ

・知的障害者地域生活

援助事業

（グループホーム）



Ⅲ 事業者、市町村、都道府県、国の各役割

利用契約・

･ 質の評価、向上

利用者 事業者・適切なサービスの提供

利用者負担の支払い・

利用の要請・

支給申請・

支援費の請求・支払い・

利用のあっせん、調整・

・情報提供

・指定

情報の提供 ・指導､監督・

支給決定・

・支給決定に

市 町 村 都道府県・相談支援体制の 関する支援

指定都市整備 情報提供・

中 核 市(援護の実施者)

・円滑な制度施行に対する支援

費用の負担・

費用の負担・

・制度全体の枠組み

・各基準の設定

・都道府県・市町村に対する円国

滑な制度施行への支援



・ 事業者の役割

、 、事業者は 利用者の心身の状況等に応じて適切なサービスを提供するとともに

その質の評価を行うこと等により、常に利用者の立場に立ってサービスを提供す

ることに努める（社会福祉法第５条、第７５条第１項、第７６条、第７７条、第

７８条第１項及び第８２条等 。）

・ 市町村の役割

市町村は、地域住民に身近な行政主体として、障害者に対する支援体制の整備

に努めるとともに、利用者本位のきめ細やかな対応により支援費の支給決定等を

行う（社会福祉法第６条及び第７５条第２項等 。）

・ 都道府県の役割

都道府県は、市町村において制度が円滑に行えるよう必要な支援を行うととも

に、事業者又は施設の指定及び指導又は監督を行う（社会福祉法第６条及び第７

５条第２項等 。）

・ 国の役割

国は、制度全体の枠組みを示し、制度が円滑に行えるよう都道府県及び市町村

への支援を行う（社会福祉法第６条、第７５条第２項及び第７８条第２項等 。）



Ⅳ　制度の基本的な流れ
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（注１）指定都市、中核市を含む

（注２）利用者等に対し、都道府県、市町村及び事業者が連携して行う


